
北 海 道 公 報 号外第 号平成 年９月 日（金曜日）

規 則

〇知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部を改正する
規則 （行政改革課）……………………………………………………………………………
〇北海道希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（自然環境課）…………………………………………………………………………………
〇北海道福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則 （福祉援護課）…………
〇北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則

（道立病院管理局）……………………………………………………………………………
〇農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則 （農業支援課）…………………………
〇風致地区内建築等規制条例施行規則の一部を改正する規則 （都市計画課）……………
〇北海道財務規則の一部を改正する規則 （出納局総務課）…………………………………

訓 令

〇北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令 （人事課）……………………………………

規 則
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平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の一部を改正する
規則

知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則（平成３年北海道規則
第 号）の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。

知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則
第１条中「信託法」を「公益信託ニ関スル法律」に、「第 条」を「第１条」に、「の引

受けの」を「に係る」に改める。

第２条の見出しを「（公益を目的とする信託の許可）」に改め、同条中「第 条の規定に
より公益信託の引受け」を「第２条第１項」に、「別記第１号様式の申請書に次に掲げる書
類を添えて」を「次に掲げる書類を添えた申請書を」に改め、同条第３号中「信託財産」の
次に「に属する財産」を加え、同条第４号中「となるべき者及び」を「（信託法（平成 年
法律第 号）第２条第４項に規定する委託者をいう。以下同じ。）となるべき者及び」に、
「となるべき者の履歴書、身分証明書及び印鑑証明書（委託者となるべき者又は受託者とな
るべき者」を「（同条第５項に規定する受託者をいう。以下同じ。）となるべき者の氏名、
住所及び略歴を記載した書類（以下「履歴書」という。）（それらの者」に改め、「、登記
事項証明書、印鑑証明書」を削り、同条第５号中「、身分証明書、印鑑証明書」及び「、登
記事項証明書、印鑑証明書」を削り、同条第６号中「、身分証明書、印鑑証明書」を削り、
同条第７号中「引受け当初の事業年度及び翌事業年度（事業年度」を「信託の引受けが行わ
れる日が属する信託事務年度及び翌信託事務年度（信託事務年度」に、「引受け後」を「信
託の引受け後」に改める。
第３条中「公益信託の引受けを許可された」を「法第２条第１項の許可を受けた」に改め
る。
第４条から第６条までの規定中「事業年度」を「信託事務年度」に改める。
第７条の見出しを「（信託の変更に係る書類の提出）」に改め、同条第１項中「第 条の

規定による信託条項の変更を求めようとするときは、別記第２号様式の申請書に」を「第５
条第１項の特別の事情が生じたと認めるときは、」に改め、「添えて」を削り、同項第１号
及び第２号中「信託条項」を「信託」に改め、同項第３号を削り、同条第２項中「信託条
項」を「信託」に改める。
第８条から第 条までを次のように改める。
（信託の変更の許可の申請）
第８条 受託者は、法第６条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次
に掲げる書類を添えた申請書を知事に提出しなければならない。

信託の変更案及び新旧対照表
信託の変更を必要とする理由を記載した書類
信託の変更をする根拠となる信託法の規定（同法第 条第４項の別段の定めがある

場合には、当該定めの内容を含む。）を記載した書類
２ 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、
同項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならな
い。
（信託の併合の許可の申請）
第９条 受託者は、法第６条の規定により信託の併合（信託法第２条第 項に規定する信託
の併合をいう。以下この条において同じ。）の許可を受けようとするときは、次に掲げる
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書類を添えた申請書を知事に提出しなければならない。
信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
信託の併合を必要とする理由を記載した書類
信託の併合をする根拠となる信託法の規定（同法第 条第３項の別段の定めがある

場合には、当該定めの内容を含む。）を記載した書類
信託法第 条第２項の公告及び催告又は同条第３項の公告をしたことその他同法の

定める信託の併合の手続を経たことを証する書類
信託の併合が行われる日が属する信託事務年度及び翌信託事務年度（信託事務年度の
定めがない信託にあっては、信託の併合後２年間）の事業計画書及び収支予算書
第２条第３号、第５号及び第６号に掲げる書類

（吸収信託分割の許可の申請）
第 条 受託者は、法第６条の規定により吸収信託分割（信託法第２条第 項に規定する吸
収信託分割をいう。以下この条において同じ。）の許可を受けようとするときは、次に掲
げる書類を添えた申請書を知事に提出しなければならない。

吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類
吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定（同法第 条第３項の別段の定めがあ

る場合には、当該定めの内容を含む。）を記載した書類
信託法第 条第２項の公告及び催告又は同条第３項の公告をしたことその他同法の

定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類
（新規信託分割の許可の申請）

第 条 受託者は、法第６条の規定により新規信託分割（信託法第２条第 項に規定する新
規信託分割をいう。以下この条において同じ。）の許可を受けようとするときは、次に掲
げる書類を添えた申請書を知事に提出しなければならない。

新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
新規信託分割を必要とする理由を記載した書類
新規信託分割をする根拠となる信託法の規定（同法第 条第３項の別段の定めがあ

る場合には、当該定めの内容を含む。）を記載した書類
信託法第 条第２項の公告及び催告又は同条第３項の公告をしたことその他同法の

定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類
新規信託分割が行われる日が属する信託事務年度及び翌信託事務年度（信託事務年度
の定めがない信託にあっては、新規信託分割後２年間）の事業計画書及び収支予算書
第２条第３号、第５号及び第６号に掲げる書類

（受託者の辞任の許可の申請）
第 条 受託者は、法第７条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる

書類を添えた申請書を知事に提出しなければならない。
辞任しようとする理由を記載した書類
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務（信託
法第２条第９項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。）の状況を記載し
た書類
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

第 条を第 条とし、同条の次に次の１条を加える。
（申請書等の様式）
第 条 この規則に定める申請書及び報告書の様式は、知事が別に定める。
第 条の見出しを「（公益信託終了の報告等）」に改め、同条中「別記第９号様式の報告
書に次に掲げる書類を添えて」を「信託の終了事由を記載した書類を」に改め、同条各号を
削り、同条に次の１項を加える。
２ 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後１月以内に、次に掲げる書類
を添えた報告書を知事に提出しなければならない。
信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書
信託の清算結了時における財産目録
残余財産の処分に関する書類

第 条を第 条とする。
第 条第１項中「第 条及び第 条第１項」を「第３条及び第４条第１項」に改め、同条

第２項中「前項」を「第１項」に、「別記第８号様式」を「別記様式」に改め、同項を同条
第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。
２ 知事は、法第３条及び第４条第１項の規定により、前項の検査の結果、公益信託の業務
の適正な 行を確保するため必要があると認められるときは、受託者に対し、財産の供託
その他の処分を命ずることができる。
第 条を第 条とする。
第 条中「その信託事務」を「信託事務」に改め、同条第２号を次のように改める。

委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書（これらの者が法人である場
合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並び
に定款又は寄附行為）並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書
第 条第３号中「許可」を「公益信託に係る許可」に改め、同条を第 条とする。
第 条の見出しを「（受託者の氏名等の変更の届出）」に改め、同条第１項中「、この規
則で定めるもののほか」を削り、同条第２項中「第６号の」を「第６号に掲げる」に改め、
同条を第 条とし、第 条の次に次の 条を加える。
（検査役の選任の請求）
第 条 委託者又は信託管理人は、信託法第 条第１項及び法第８条の規定により検査役の
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選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を知事に提出しなければ
ならない。

検査役の選任を請求する理由を記載した書類
検査役の選任に関する意見を記載した書類

（受託者の解任の請求）
第 条 委託者又は信託管理人は、信託法第 条第４項及び法第８条の規定により受託者の
解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を知事に提出しなければ
ならない。

受託者の解任を請求する理由を記載した書類
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

（新たな受託者の選任の請求）
第 条 利害関係人は、信託法第 条第４項及び法第８条の規定により新たな受託者の選任
を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を知事に提出しなければなら
ない。

受託者の任務終了の事由を記載した書類
新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類
新たな受託者となるべき者に係る第２条第４号に掲げる書類

（信託財産管理命令の請求）
第 条 利害関係人は、信託法第 条第１項及び法第８条の規定により信託財産管理命令
（信託法第 条第１項に規定する信託財産管理命令をいう。以下この条において同じ。）
を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を知事に提出しなければなら
ない。

受託者の任務終了の事由を記載した書類
信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類
信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

（保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請）
第 条 信託財産管理者は、信託法第 条第４項及び法第８条の規定による信託法第 条第
４項各号に掲げる行為（次項において「保存行為等」という。）の範囲を超える行為の許
可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を知事に提出しなければなら
ない。

許可を受けようとする行為の概要を記載した書類
許可を受けようとする理由を記載した書類

２ 前項の規定は、信託法第 条第６項において準用する同法第 条第４項及び法第８条の
規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人に
ついて準用する。

（信託財産管理者又は信託財産法人管理人の辞任の許可の申請）
第 条 信託財産管理者は、信託法第 条において読み替えて準用する同法第 条第２項及
び法第８条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申
請書を知事に提出しなければならない。

辞任しようとする理由を記載した書類
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況
を記載した書類
新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

２ 前項の規定は、信託法第 条第６項において準用する同法第 条において読み替えて準
用する同法第 条第２項及び法第８条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産
法人管理人について準用する。この場合において、前項第３号中「新たな信託財産管理
者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
（信託財産管理者又は信託財産法人管理人の解任の請求）
第 条 委託者又は信託管理人は、信託法第 条において準用する同法第 条第４項及び法
第８条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を
添えた申請書を知事に提出しなければならない。

信託財産管理者の解任を請求する理由を記載した書類
新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

２ 前項の規定は、信託法第 条第６項において準用する同法第 条において準用する同法
第 条第４項及び法第８条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委
託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第１号中「信託財産管理
者」とあるのは「信託財産法人管理人」と、同項第２号中「新たな信託財産管理者」とあ
るのは「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
（信託財産法人管理命令の請求）
第 条 利害関係人は、信託法第 条第２項及び法第８条の規定により信託財産法人管理命
令（信託法第 条第２項に規定する信託財産法人管理命令をいう。以下この条において同
じ。）を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を知事に提出しなけれ
ばならない。

受託者の死亡の事実を記載した書類
信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

（信託管理人の選任の請求）
第 条 利害関係人は、信託法第 条第４項又は同法第 条第６項及び法第８条の規定に
より信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を知事
に提出しなければならない。
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信託管理人の選任を請求する理由を記載した書類
信託管理人となるべき者に係る第２条第５号に掲げる書類

（信託管理人の辞任の許可の申請）
第 条 信託管理人は、信託法第 条第２項において準用する同法第 条第２項及び法第
８条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を
知事に提出しなければならない。

辞任しようとする理由を記載した書類
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況
を記載した書類
新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

（信託管理人の解任の請求）
第 条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第 条第２項において準用する同法第 条
第４項及び法第８条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げ
る書類を添えた申請書を知事に提出しなければならない。

信託管理人の解任を請求する理由を記載した書類
新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

（新たな信託管理人の選任の請求）
第 条 利害関係人は、信託法第 条第１項において準用する同法第 条第４項及び法第
８条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を
添えた申請書を知事に提出しなければならない。

信託管理人の任務終了の事由を記載した書類
新たな信託管理人となるべき者に係る第２条第５号に掲げる書類

（信託の終了の請求）
第 条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第 条第１項及び法第８条の規定によ
り信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を知事に提出し
なければならない。

信託の終了を請求する理由を記載した書類
信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況
を記載した書類
残余財産の処分の見込みに関する書類

別記第１号様式から別記第７号様式までを削る。
別記第８号様式中「（第 条関係）」を「（第 条関係）」に改め、同様式（表）中「信

託法」を「公益信託ニ関スル法律」に、「第 条第１項」を「第４条第１項」に改め、同様
式（裏）を次のように改める。

（裏）

公益信託ニ関スル法律抜粋
第３条 公益信託ハ主務官庁ノ監督ニ属ス
第４条 主務官庁ハ何時ニテモ公益信託事務ノ処理ニ付検査ヲ為シ且財産ノ供託其
ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得

知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する規則抜粋
（業務の監督）
第 条 知事は、法第３条及び第４条第１項の規定により、受託者に対し報告若し
くは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び財産の状況を検査させるこ
とができる。
２ 知事は、法第３条及び第４条第１項の規定により、前項の検査の結果、公益信
託の業務の適正な 行を確保するため必要があると認められるときは、受託者に
対し、財産の供託その他の処分を命ずることができる。
３ 第１項の規定により検査をする職員は、別記様式の身分証明書を携帯し、関係
人に提示しなければならない。

別記第８号様式を別記様式とする。
別記第９号様式を削る。
附 則

１ この規則は、平成 年９月 日から施行する。
２ 北海道民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
別表第３知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則（平成３年
北海道規則第 号）の項を次のように改める。

知事の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する
規則（平成３年北海道規則第 号）

第 条

北海道希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す
る。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則
北海道希少野生動植物の保護に関する条例施行規則（平成 年北海道規則第 号）の一
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部を次のように改正する。
第 条第１号キ中「郵便局（郵政窓口事務の委託に関する法律」を「郵便局株式会社の営

業所（郵便窓口業務の委託等に関する法律」に、「第７条第１項」を「第８条第１項」に、
「委託事務」を「再委託業務」に改める。

附 則

この規則は、平成 年 月 日から施行する。

北海道福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則
北海道福祉のまちづくり条例施行規則（平成９年北海道規則第 号）の一部を次のよう

に改正する。
第 条中第５号を削り、第６号を第５号とする。

附 則

この規則は、平成 年 月１日から施行する。

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則
北海道病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を

次のように改正する。
第 条第１項第１号中「小切手又は」を「小切手等（政令第 条の３第１項第１号に規定
する小切手等をいう。以下この号において同じ。）又は」に、「小切手で」を「小切手等
で」に、「呈示期間」を「権利行使のため定められた期間」に、「呈示を」を「提示又は支
払の請求を」に改め、同項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第２項中「規定する
小切手」を「掲げる証券」に改め、同条第３項中「第１項第１号に規定する」を削り、同条
第４項中「第１項第３号に規定する利札」を「第１項第２号に掲げる証券（利札に限
る。）」に、「当該利札」を「当該証券」に改める。
第 条第２項中「銀行」の次に「（郵政民営化法（平成 年法律第 号）第 条に規定す

る郵便貯金銀行（以下「郵便貯金銀行」という。）を除く。以下同じ。）の営業所」を加え、
「郵便振替の方法」を「振替払出証書」に、「郵便局」を「郵便局株式会社法（平成 年法

律第 号）第２条第２項に規定する郵便局（郵便貯金銀行を銀行法（昭和 年法律第
号）第２条第 項に規定する所属銀行とする同条第 項に規定する銀行代理業を営む郵便局
株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。第 条第１項第９号を
除き、以下「郵便局」という。）」に改める。
第 条第１項第９号中「郵政窓口事務の委託に関する法律」を「郵便窓口業務の委託等
に関する法律」に、「第７条第１項」を「第８条第１項」に、「委託事務」を「再委託業
務」に改める。
別記第 号様式その２（第３葉）及び（送金通知書裏面）中「振替貯金局」を「貯金事務

センター」に、「振替貯金払出証書」を「振替払出証書」に改める。
附 則

１ この規則は、平成 年 月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備に関する法
律（平成 年法律第 号。以下「整備法」という。）第２条の規定による廃止前の郵便
振替法（昭和 年法律第 号）第 条第２項第１号に規定する払出証書及び整備法第２条
の規定による廃止前の郵便為替法（昭和 年法律第 号）第 条第１項に規定する郵便為
替証書については、この規則による改正前の北海道病院事業の財務に関する特例を定める
規則（以下「改正前の規則」という。）第 条第１項の規定は、なおその効力を有する。
３ この規則の施行前に改正前の規則の規定により郵便局を支払場所とする隔地払によるこ
ととした支出、支払又は払出しについては、郵政民営化法（平成 年法律第 号）第 条
に規定する郵便貯金銀行（以下「郵便貯金銀行」という。）の営業所（郵便局株式会社法
（平成 年法律第 号）第２条第２項に規定する郵便局（郵便貯金銀行を銀行法（昭和
年法律第 号）第２条第 項に規定する所属銀行とする同条第 項に規定する銀行代理

業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。）を含
む。）を支払場所とする隔地払によることとした支出、支払又は払出しとみなす。
４ この規則の施行の際現に改正前の規則別記第 号様式の規定に基づいて作成されている
用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海道病院事業の財務に関する特例
を定める規則別記第 号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用する
ことを妨げない。

農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則
農業協同組合法施行細則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。



北 海 道 公 報 号外第 号平成 年９月 日（金曜日）

第 条を次のように改める。
（受託者の辞任の許可の申立て等）

第 条 法第 条の の規定により知事の権限とされた信託法（平成 年法律第 号）第
条第１項、第 条第２項（同法第 条（同法第 条第６項において準用する場合を含

む。）、第 条第２項、第 条第２項及び第 条第２項において準用する場合を含
む。）、第 条第４項（同法第 条（同法第 条第６項において準用する場合を含む。）、
第 条第２項、第 条第２項及び第 条第２項において準用する場合を含む。）、第
条第４項（同法第 条第１項、第 条第１項及び第 条第１項において準用する場

合を含む。）、第 条第１項、第 条第６項（同法第 条第６項において準用する場合を
含む。）、第 条第２項ただし書（同法第 条及び第 条第６項において準用する場合を
含む。）、同条第４項（同法第 条及び第 条第６項において準用する場合を含む。）、
第 条第２項、第 条第４項、第 条第４項、第 条第１項若しくは第 条第１項の
規定による申立ては、別記第 号様式の申立書に次に掲げる書類を添えてしなければなら
ない。

理由書
信託行為の内容を示す書類
信託財産に係る登記事項証明書
申立人が利害関係人であるときは、これを証する書類
その他参考となるべき事項を記載した書類

第 条第２項中「第 条第６項」を「第 条第５項」に、「同条第７項」を「同条第６
項」に改める。
別記第 号様式を次のように改める。
別記第 号様式（第 条関係）
その１

検査役選任申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所
氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕

農業協同組合法第 条の の規定に基づく信託法第 条第１項の規定により、検査役
の選任を申し立てます。

（添付書類）
１ 理由書
２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ その他参考となるべき事項を記載した書類

その２

受託者等辞任許可申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所
氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕

受託者（信託財産管理者、信託財産法人管理人、信託管理人、信託監督人、受益者代
理人）を辞任したいので、農業協同組合法第 条の の規定に基づく信託法（（第 条
第６項において準用する同法）第 条（第 条第２項、第 条第２項、第 条第２
項）において準用する同法）第 条第２項の規定により、申し立てます。

（添付書類）
１ 理由書
２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ その他参考となるべき事項を記載した書類

その３

受託者等解任申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所
氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕
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農業協同組合法第 条の の規定に基づく信託法（（第 条第６項において準用する
同法）第 条（第 条第２項、第 条第２項、第 条第２項）において準用する同
法）第 条第４項の規定により、次の受託者（信託財産管理者、信託財産法人管理人、
信託管理人、信託監督人、受益者代理人）の解任を申し立てます。

記
受託者（信託財産管理者、信託財産法人管理人、信託管理人、信託監督人、受益者代
理人）の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者
の氏名）

（添付書類）
１ 理由書
２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ その他参考となるべき事項を記載した書類

その４

新受託者等選任申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所
氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕

農業協同組合法第 条の の規定に基づく信託法（第 条第１項（第 条第１項、
第 条第１項）において準用する同法）第 条第４項（第 条第４項、第 条第４
項）の規定により、新受託者（信託管理人、新信託管理人、信託監督人、新信託監督人、
新受益者代理人）の選任を申し立てます。

（添付書類）
１ 理由書
２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ 申立人が利害関係人であるときは、これを証する書類
５ その他参考となるべき事項を記載した書類

その５

信託財産管理命令等申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所
氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕

農業協同組合法第 条の の規定に基づく信託法第 条第１項（第 条第２項）の規
定により、信託財産管理者（信託財産法人管理人）による管理を命ずる処分を申し立て
ます。

（添付書類）
１ 理由書
２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ 利害関係人であることを証する書類
５ その他参考となるべき事項を記載した書類

その６

信託財産管理命令等登記抹消嘱託申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所
氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕

農業協同組合法第 条の の規定に基づく信託法（第 条第６項において準用する同
法）第 条第６項の規定により、信託財産管理命令（信託財産法人管理命令）の登記の
抹消の嘱託を申し立てます。

（添付書類）
１ 理由書
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２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ その他参考となるべき事項を記載した書類

その７

信託財産管理者等の権限に係る許可申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所
氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕

信託財産管理者（受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人）としての権限行
使に関し、単独にその職務を行うこととしたい（その職務を分掌することとしたい、信
託法第 条第４項各号に掲げる行為の範囲を超える行為をしたい）ので、農業協同組合
法第 条の の規定に基づく信託法（第 条（第 条第６項）において準用する同法）
第 条第２項ただし書（第４項）の規定により、申し立てます。

（添付書類）
１ 理由書
２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ その他参考となるべき事項を記載した書類

注 それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌する許可を申し立てる場合は、す
べての信託財産管理者（受託者の職務を代行する者、信託財産法人管理人）が連名で
申し立てること。

その８

信託変更申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所

氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕

農業協同組合法第 条の の規定に基づく信託法第 条第１項の規定により、次の
受託者に係る信託の変更を命ずる処分を申し立てます。

記
受託者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名

（添付書類）
１ 理由書
２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ その他参考となるべき事項を記載した書類

その９

信託終了申立書
年 月 日

北海道知事 様
（ 支庁長）

住 所
氏 名

〔法人にあっては、主たる事務所の所
在地及び名称並びに代表者の氏名 〕

農業協同組合法第 条の の規定に基づく信託法第 条第１項の規定により、次の
受託者に係る信託の終了を命ずる処分を申し立てます。

記
受託者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者氏名

（添付書類）
１ 理由書
２ 信託行為の内容を示す書類
３ 信託財産に係る登記事項証明書
４ その他参考となるべき事項を記載した書類
別記第 号様式中「第 条第６項」を「第 条第５項」に改める。

附 則
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この規則は、平成 年９月 日から施行する。

風致地区内建築等規制条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

風致地区内建築等規制条例施行規則の一部を改正する規則
風致地区内建築等規制条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改

正する。
第５条第８号を削る。
附 則

この規則は、平成 年 月１日から施行する。

北海道財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道財務規則の一部を改正する規則
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 条の２を削る。
第 条第１項第１号中「小切手又は」を「小切手等（政令第 条第１項第１号に規定す

る小切手等をいう。以下この号において同じ。）又は」に、「小切手で」を「小切手等で」
に、「呈示期間」を「権利の行使のため定められた期間」に、「呈示を」を「提示又は支払
の請求を」に改め、同項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同条第２項中「規定
する小切手」を「掲げる証券」に改め、同条第３項中「第１項第１号に規定する」を削り、
同条第４項中「第１項第３号に規定する利札」を「第１項第２号に掲げる証券（利札に限
る。）」に、「当該利札」を「当該証券」に改める。
第 条中「すみやかに」を「速やかに」に、「呈示して」を「提示して」に、「呈示期間
又は有効期間」を「権利の行使のため定められた期間」に改める。
第 条中「又は郵便局」を削る。
第 条第２項中「又は郵便局」を「その他の金融機関の営業所等（郵便局株式会社法（平

成 年法律第 号）第２条第２項に規定する郵便局（郵政民営化法（平成 年法律第
号）第 条に規定する郵便貯金銀行（以下「郵便貯金銀行」という。）を銀行法（昭和 年
法律第 号）第２条第 項に規定する所属銀行とする同条第 項に規定する銀行代理業を営
む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。以下「郵便局」

という。）を含む。）」に改める。
第 条第１項及び第 条中「銀行」を「銀行その他の金融機関（郵便貯金銀行を除

く。）の営業所等」に改める。
第 条第１項中「銀行（」を「銀行その他の金融機関（」に改める。
第 条第２項中「又は郵便局」を「その他の金融機関の営業所等（郵便局を含む。）」

に改め、同条第３項中「、銀行」を「、銀行その他の金融機関（郵便貯金銀行を除く。）の
営業所等」に改め、同条第４項中「郵便局」を「郵便貯金銀行の営業所（郵便局を含
む。）」に改める。
第 条の２第１項中「銀行」を「銀行その他の金融機関」に改める。
第 条第２項及び第３項中「又は郵便振替」を削る。

「支払通知書（隔地払（郵便局））
支払通知書（隔地払（銀行））

別記様式目次中 を
支払通知書（口座振替払）
支払通知書（隔地払（郵便局））」

「支払通知書（隔地払（郵便貯金銀行等））
支払通知書（隔地払（郵便貯金銀行以外））

に改める。
支払通知書（口座振替払）
支払通知書（隔地払（郵便貯金銀行等） 」

第 号様式（表面）中
「

」
を
「

」
北海道会計管理者（ 地区） 北海道会計管理者（札幌地区）

に、
「

」
を
「

」

取りまとめ
郵 便 局 郵便局（郵便番号 ）

公 金
取りまとめ店 （郵便番号 ）

に、
「

」
を
「

」
に、
「

」
北海道会計管理者（ 地区） 北海道会計管理者（札幌地区） 北海道会計管理者（ 地区）

を
「

」
に改め、同様式末尾欄外注１の事項を削り、同注２の事項を同北海道会計管理者（札幌地区）

注の事項とする。

第 号様式第１葉及び第２葉中
「

」
を

加 入 者 名 北海道会計管理者

（ 地区）

「

」
に改め、同様式第３葉（表面）中加 入 者 名 北海道会計管理者（札幌地区）
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「

」
を
「

」

加 入 者 名 北海道会計管理者

（ 地区）
加 入 者 名 北海道会計管理者（札幌地区）

に、
「

」
を

取りまとめ

郵 便 局

郵便局

（郵便番号 ）

「

」
に改め、同様式末尾欄外注２の事項を

公 金

取りまとめ店 （郵便番号 ）

削り、同注３の事項を同注２の事項とする。

第 号様式その２（表面）中
「

」
郵 便 局

を
「

」
に、「郵便局で」を「ゆうゆうちょ銀行本支店等及び郵便局

ちょ銀行（郵便局）で」に改め、同様式その２（裏面）《注意事項》１中「郵便局」を「ゆ
うちょ銀行（郵便局）に、「郵便振替払出証書」を「振替払出証書」に改め、同様式その２

（裏面）中
「

」
を削り、同様式その２末尾欄外注の事項中「郵便局」隔地払（郵便局）

を「ゆうちょ銀行の本店、支店等及び郵便局」に改め、同様式その３（裏面）中
「

」
を削り、同様式その３末尾欄外注１の事項中「銀行」を「ゆうちょ隔地払（郵便局）

銀行以外の金融機関」に改め、同様式その５中
「

」
を郵 便 局

「

」
に、「とおり郵便局」を「とおりゆうちょゆうちょ銀行本支店等及び郵便局

銀行（郵便局）」に改め、同様式その５《注意事項》１中「郵便局」を「ゆうちょ銀行（郵
便局）」に、「郵便振替払出証書」を「振替払出証書」に改め、同様式その５中
「

」
を削り、同様式その５末尾欄外注１の事項中「郵便局」を「ゆうち隔地払（郵便局）

ょ銀行の本店、支店等及び郵便局」に改める。

第 号様式（表面）中
「

」
を
「

」
北海道会計管理者（ 地区） 北海道会計管理者（札幌地区）

に、
「

」
を

取りまとめ
郵 便 局

郵便局（郵便番号 ）

「

」
に、
「

」
を
「

」
に改め、北海道会計管理者（札幌地区） 北海道会計管理者（ 地区） 北海道会計管理者（札幌地区）

「

」
に、
「

」
を

公 金
取りまとめ店 （郵便番号 ）

北海道会計管理者（ 地区）

同様式末尾欄外注１の事項を削り、同注２の事項を同注の事項とする。
第 号様式その２第１葉及び第２葉中

「

」
を郵 便 局

「

」
に改め、同様式その２第３葉及び第ゆうちょ銀行本支店等及び郵便局

４葉中
「

」
を郵 便 局

「

」
に改め、同様式その２第５葉中ゆうちょ銀行本支店等及び郵便局

「

」
を郵 便 局

「

」
に改める。ゆうちょ銀行本支店等及び郵便局

第 号様式第１葉中
「

」
を郵 便 局

「

」
に改め、同様式第２葉及び第３葉中ゆうちょ銀行本支店等及び郵便局

「

」
を郵 便 局

「

」
に改め、同様式第４葉（表面）中ゆうちょ銀行本支店等及び郵便局
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意事項》３中「郵便局」を「ゆうちょ銀行（郵便局）」に、「郵便振替払出証書」を「振替
払出証書」に改める。

附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年 月１日から施行する。
（経過措置）

２ この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律（平成 年法律第 号。以下「整備法」という。）第２条の規定による廃止前の郵
便振替法（昭和 年法律第 号）第 条第２項第１号に規定する払出証書及び整備法第２
条の規定による廃止前の郵便為替法（昭和 年法律第 号）第 条第１項に規定する郵便
為替証書については、この規則による改正前の北海道財務規則（以下「改正前の規則」と
いう。）第 条第１項の規定は、なおその効力を有する。
３ この規則の施行前に改正前の規則の規定により郵便局を支払場所とする隔地払によるこ
ととした支出、支払又は払出しについては、郵政民営化法（平成 年法律第 号）第 条
に規定する郵便貯金銀行（以下「郵便貯金銀行」という。）の営業所（郵便局株式会社法
（平成 年法律第 号）第２条第２項に規定する郵便局（郵便貯金銀行を銀行法（昭和
年法律第 号）第２条第 項に規定する所属銀行とする同条第 項に規定する銀行代理

業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。）を含
む。）を支払場所とする隔地払によることとした支出、支払又は払出しとみなす。

４ この規則の施行の際現に改正前の規則の規定（第 号様式その２及びその５並びに第
号様式第４葉の規定を除く。）に基づいて作成されている用紙がある場合においては、こ
の規則による改正後の北海道財務規則（以下「改正後の規則」という。）の規定（第 号
様式その２及びその５並びに第 号様式第４葉の規定を除く。）にかかわらず、当分の間、

使用することを妨げない。
５ この規則の施行の際現に改正前の規則第 号様式その２及びその５並びに第 号様式第
４葉の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則第 号様
式その２及びその５並びに第 号様式第４葉の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整
をして使用することを妨げない。

訓 令

北海道訓令第 号

本 庁
出 先 機 関

北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年９月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令

北海道事務決裁規程（昭和 年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。
別表第２の企画振興部地域振興・計画局市町村課の事項第６項の事務の欄中「国有資産等
所在市町村交付金及び納付金に関する法律」を「国有資産等所在市町村交付金法」に改め、
同項の部次長及び局長専決事項の欄第１号中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関
する法律施行令」を「国有資産等所在市町村交付金法施行令」に改め、「及び市町村納付金
の納付」を削り、同表の保健福祉部保健医療局医務薬務課の事項第３項の課長専決事項の欄
第２号中「第９条第１項」を「第 条第１項」に改め、同号を同欄第４号とし、同欄第１号
の次に次の２号を加える。

第６条第１項の規定
に基づき、法人の合併
又は分割による土地の
掘削の許可を受けた者
の地位の承継を承認す
ること。
第７条第１項の規定
に基づき、相続による
土地の掘削の許可を受
けた者の地位の承継を
承認すること。
別表第２の保健福祉部保健医療局医務薬務課の事項第３項の課長専決事項の欄に次の２号

「
」を

郵 便 局

「

」

を

「

」

に改め、同様式第４葉（表面）《注意

支払方法が「口
座振替払」のとき、
又は支払方法が「隔
地払」で支払場所
が郵便局のときは
「委任状」及び「領
収証書」の欄を抹
消すること。

支払方法が「口
座振替払」のとき、
又は支払方法が
「隔地払」で支払
場所がゆうちょ銀
行本支店等及び郵
便局のときは「委
任状」及び「領収
証書」の欄を抹消
すること。

事項》２中「銀行」の次に「（ゆうちょ銀行を除く。）」を加え、同様式第４葉（表面）中

「
」に改め、同様式第４葉（裏面）《注

ゆうちょ銀行本支店等及び郵便局
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を加える。
第 条第２項におい

て準用する第６条第１
項の規定に基づき、法
人の合併又は分割によ
る増掘又は動力の装置
の許可を受けた者の地
位の承継を承認するこ
と。
第 条第２項におい

て準用する第７条第１
項の規定に基づき、相
続による増掘又は動力
の装置の許可を受けた
者の地位の承継を承認
すること。
別表第２の農政部農業経営局農業支援課の事項第１項の課長専決事項の欄第３号中「第
条において準用する非訟事件手続法（明治 年法律第 号）第 条の 第３項」を「第
条第３項」に改め、同事項中第２項を削り、第３項を第２項とする。
別表第２の水産林務部林務局林業木材課の事項第１項の部次長及び局長専決事項の欄第２

号中「基づき、」の次に「森林組合連合会に係る」を加え、同項の課長専決事項の欄中第１
号を削り、第２号を第１号とする。

附 則

この訓令は、平成 年９月 日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当
該各号に定める日から施行する。

別表第２の企画振興部地域振興・計画局市町村課の事項の改正規定 平成 年 月１
日
別表第２の保健福祉部保健医療局医務薬務課の事項の改正規定 平成 年 月 日

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


